
介護老人保健施設入所サービス概要 
令和６年６月１日改訂 

Ⅰ．目的 

 当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、看護・医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上の

お世話などを行い、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるように、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的とする。 

Ⅱ．運営方針 

施設サービス計画に基づき生活援助の場として明るく家庭的な雰囲気のもとに、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、その他保健医

療サービス又は福祉サービス提供者と密接な連携に努めながら運営を行う。 

Ⅲ．施設の職務体制 

（１） 管理者（施設長）             １名（鹿島厚生病院兼務） （２） 医師           １名以上（鹿島厚生病院兼務） 

（３） 薬剤師                  １名（鹿島厚生病院兼務） （４） 看護職員         ８名以上  

（５） 介護職員                ２６名以上         （６） 支援相談員        １名以上 

（７） 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等   ２名以上         （８） 栄養士・管理栄養士    １名以上 

（９） 介護支援専門員              １名以上         （10） 事務員          ２名以上 

  ※前項に定めるほか、施設の運営上必要と認めるときは、職員を配置します。 

Ⅳ．職務内容 

（１）  管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。  

（２）  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（３）  薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。 

（４）  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。 

（５）  介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 

（６）  支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボラ 

ンティアの指導を行う。 

（７）  理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に 

際し指導を行う。 

（８）  管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。 

（９）  介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。 

（10） 事務職員は、会計経理、その他の一般的事務処理および施設等の保守管理を行う。 

Ⅴ．勤務体制 

 日勤  ８時３０分～１７時００分      早番  ７時００分～１５時３０分  ２名 

 遅番 １０時３０分～１９時００分  ２名  夜勤 １６時３０分～ ９時００分  ４名 

Ⅵ．定員１００名（短期入所上限２０名含む） 

療養室  個室：４室  ２人部屋：１８室  ４人部屋：１５室 

Ⅶ．サービス内容 

 居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況

に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。 

Ⅷ．利用料 

   １． 利用料（１日あたり） 

要介護度 
利用者負担額（多床室） 利用者負担額（個室） 

一割負担 二割負担 三割負担 一割負担 二割負担 三割負担 

要介護１   ７９３円 １,５８６円 ２，３７９円 ７１７円 １,４３４円 ２，１５１円 

要介護２   ８４３円 １,６８６円 ２，５２９円 ７６３円 １,５２６円 ２，２８９円 

要介護３   ９０８円 １,８１６円 ２，７２４円 ８２８円 １,６５６円 ２，４８４円 

要介護４   ９６１円 １,９２２円 ２，８８３円 ８８３円 １,７６６円 ２，６４９円 

要介護５ １，０１２円 ２,０２４円 ３，０３６円 ９３２円 １,８６４円 ２，７９６円 

   ２． 初期加算（Ⅰ）（１日あたり）（入所から３０日間） ６０円（一割）      １２０円（二割）      １８０円（三割） 

   ３． 初期加算（Ⅱ）（１日あたり）（入所から３０日間） ３０円（一割）       ６０円（二割）       ９０円（三割） 

   ４． サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日あたり）     ２２円（一割）             ４４円（二割）       ６６円（三割） 

 ５． 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

（１日あたり）（入所から３か月間）       ２５８円（一割）      ５１６円（二割）      ７７４円（三割） 

   ６． 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

      （１日あたり）（入所から３か月間）       ２００円（一割）      ４００円（二割）      ６００円（三割） 

   ７． 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２４０円（一割）      ４８０円（二割）      ７２０円（三割） 

   ８． 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １２０円（一割）      ２４０円（二割）      ３６０円（三割） 

９． 療養食加算（１食あたり）              ６円（一割）           １２円（二割）        １８円（三割） 

１０． 科学的介護推進体制加算Ⅰ（１月あたり）      ４０円（一割）       ８０円（二割）      １２０円（三割） 

１１． 科学的介護推進体制加算Ⅱ（１月あたり）      ６０円（一割）      １２０円（二割）      １８０円（三割） 

１２． 安全対策体制加算                 ２０円（一割）       ４０円（二割）       ６０円（三割） 

１３． 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）               ４５０円（一割）      ９００円（二割）    １，３５０円（三割） 

１４． 入所前後訪問指導加算（Ⅱ）           ４８０円（一割）       ９６０円（二割）    １，４４０円（三割） 

１５． 退所時情報提供加算Ⅰ                  ５００円（一割）     １,０００円（二割）    １，５００円（三割） 

１６． 退所時情報提供加算Ⅱ              ２５０円（一割）      ５００円（二割）    １，５００円（三割） 

１７． 入退所前連携加算（Ⅰ）                  ６００円（一割）     １,２００円（二割）    １，８００円（三割） 

１８． 入退所前連携加算（Ⅱ）             ４００円（一割）      ８００円（二割）    １，２００円（三割） 

１９． 退所時栄養連携加算                ７０円（一割）      １４０円（二割）      ２１０円（三割） 

２０． 外泊時費用                   ３６２円（一割）      ７２４円（二割）    １，０８６円（三割） 

２１． 外泊時費用（在宅サービスを利用する場合）    ８００円（一割）     １,６００円（二割）    ２，４００円（三割） 

２２． 訪問看護指示加算                    ３００円（一割）      ６００円（二割）      ９００円（三割） 

２３． 経口移行加算（１日あたり）（ 計 画 作 成 後 １ ８ ０ 日 間 ）   ２８円（一割）        ５６円（二割）       ８４円（三割） 

２４． 経口維持加算Ⅰ（１日あたり）（ 計 画 作 成 後 １ ８ ０ 日 間 ） ４００円（一割）      ８００円（二割）    １，２００円（三割） 

２５． 経口維持加算Ⅱ（１日あたり）（ 計 画 作 成 後 １ ８ ０ 日 間 ） １００円（一割）      ２００円（二割）      ３００円（三割） 

  ２６． 緊急時治療管理（１日あたり）（連続３日間）   ５１８円（一割）     １,０３６円（二割）    １，５５４円（三割） 

２７． 所定疾患施設療養費（Ⅰ）（ １ 日 あ た り ） （ 連 続 ７ 日 間 ）   ２３９円（一割）        ４７８円（二割）      ７１７円（三割） 

２８． 所定疾患施設療養費（Ⅱ）（ １ 日 あ た り ） （ 連 続 ７ 日 間 ）  ４８０円（一割）      ９６０円（二割）    １，４４０円（三割） 

２９． 協力医療機関連携加算              １００円（一割）      ２００円（二割）      ３００円（三割） 

３０． 新興感染症当施設療養費（１月に１回５日を限度） ２４０円（一割）      ４８０円（二割）      ７２０円（三割） 

３１． 口腔衛生管理加算（Ⅰ）（月１回）          ３０円（一割）       ６０円（二割）       ９０円（三割） 



３２． 排せつ支援加算Ⅰ（１月につき）          １０円（一割）       ２０円（二割）       ３０円（三割） 

３３． 排せつ支援加算Ⅱ（１月につき）          １５円（一割）       ３０円（二割）       ４５円（三割） 

３４． 排せつ支援加算Ⅲ（１月につき）          ２０円（一割）       ４０円（二割）       ６０円（三割） 

３５． 褥瘡マネジメント加算Ⅰ（１月につき）        ３円（一割）        ６円（二割）        ９円（三割） 

３６． 褥瘡マネジメント加算Ⅱ（１月につき）       １３円（一割）       ２６円（二割）       ３９円（三割） 

３７． 再入所時栄養連携加算              ４００円（一割）      ８００円（二割）    １，２００円（三割） 

３８．  食費（１日あたり）                  １，４４５円 

※食事負担限度額（介護保険負担限度額認定証をお持ちの方） 

 第一段階３００円、第二段階３９０円、第三段階①６５０円、第三段階②１，３６０円 

３９． 居住費（１日あたり）              ３７７円（多床室）   １，６６８円（従来型個室） 

４０． ２人部屋室料（１日あたり）         ４４０円（ＴＶ、冷蔵庫使用の場合） 

４１．  日用消耗品費（１日あたり）   ３８５円～７３７円 (税込 ＣＳセットレンタルの場合)  

４２． 教養娯楽費（１日あたり）          １６０円 

４３． 衣類洗濯料（１回あたり）     ２０円～２００円   

４４． 洗濯業務委託料               ７１５円／回（８回以上５，７２０円 税込） 

４５． 理髪料（１回）            ３，０００円 

４６． 文書料（１通）            １，１００円（証明書）  ２，２００円（簡単な診断書）  １１，０００円（診断書） 

４７． 介護職員等処遇改善加算        基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の７．５％に相当する単位数を加算 

※「食費」及び「居住費」においては、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階まで）の利用者の自己負担額の支払いとなります。 

※要介護認定が未決定の方や介護保険給付滞納の方は、サービス利用料金の全額を一旦お支払い頂く場合があります。その場合は、ご契約者が保険給付の申請 

 を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付しますので、保険者（市町村）に申請後、自己負担額を除いた金額が保険者から支払 

 いされます（償還払い）。 

※外泊された場合は、外泊初日と最終日以外のサービス費は上記金額となります。（外泊時費用）（初日、最終日を除き月６日が限度になります） 

Ⅸ．支払方法について 

  ご利用月の翌月１５日頃請求させていただきます。支払方法は、口座引落または窓口現金支払いになります。 

Ⅹ．非常災害対策 

 県の条例に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第８条に規定する消防管理計画を設置して非常災害に対処 

する計画に基づき、防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

ⅩⅠ．事故発生時の対応 

事故発生時、発見者・報告者は看護師に連絡し、看護師は疼痛・出血の有無・状態の確認し必要に応じて緊急処置を行う。さらに施設長に報告し指示を受 

け、併せて看護師長へ報告し家族への連絡・説明を行う。その後、経過をよく検討し防止策を図る。また、市町村（保険者）に報告する。 

ⅩⅡ．感染予防対策 

 施設内で発生が予測される感染症に対し、すべての職員が同じ手順で対策が行われるように感染症対策マニュアルを作成している。 

ⅩⅢ．要望・苦情担当及び担当窓口 

担当：支援相談員  電話番号：０２４４－４６－１１１３ 

窓口：1Ｆ受付窓口 ８：３０～１７：００（第一・第三土曜日、日曜、祝祭日除く） ８：３０～１２：３０（第二・四・五土曜日） 

２Ｆ・３Ｆスタッフステーション受付窓口 随時対応 

ⅩⅣ．協力医療機関及び協力歯科医療機関 

 協力医療機関：鹿島厚生病院         協力歯科医療機関：西町歯科医院 

ⅩⅤ．守秘義務及び個人情報の保護 

施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情 

報を漏らすことがないよう指導教育を適時行っています。 

ⅩⅥ．第三者評価の実施状況等に関する項目 

 当施設は、第三者評価の実施状況はありません。 

 


